
成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症

などによって、ひとりで決めることに 不安や

心配のある人が、お金の使い方や いろいろな 

手続き・契約をするときに お手伝いをして

くれる人を決める制度です。

成年後見制度ってなあに?成年後見制度ってなあに?

一宮市成年後見支援センター
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　※保佐、補助の場合、お手伝いしてもらうことを あとから変えることもできます。
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あなたの障害や 認知症の程度によって

【後見】【保佐】【補助】の３つに分けられます。

これは お医者さんの診断書などをもとにして

家庭裁判所が決めます。この決定によって、

お手伝いをしてもらえる範囲が変わります。

成年後見制度は3つにわけられます
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成年後見人などに お願いできないことは？

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に書類を出して

希望を伝えます（申立てといいます）。その時 お金がかかります。

申立ての後、成年後見人などが決まって制度の利用が始まると、

 お手伝いしてもらったことに対して お金を支払います。

　成年後見人などに支払う金額は 家庭裁判所が決めます。

※ かかるお金を補助してもらえる場合もあります

 お手伝いできないことがあります。

× 食事をつくる　　　　× 介護をする

× ティッシュなどの日用品の買い物を代わりにする

× 手術をする、しないを決める　×資産を運用する

× 保証人や、身元引受人になってもらう　 ・・・など

ふだん使う日用品の買い物は 今までどおりできます。

成年後見人などは、あなたの大切なお金を守ることや、

お金をどのように使うかのお手伝いをします。

自分のお金は 自由に使えるの？

制度を使うと お金はかかるの？

成年後見人などには、あなたの家族や親せきのほか、

  福祉の専門家、法律の専門家などが選ばれます。

誰が選ばれるかは、あなたの希望や気もち、

からだの様子、これからのくらし方などを考えて、

あなたに合った人を 家庭裁判所が決めます。　　

どんな人が「成年後見人」などになるの？
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成年後見人などと うまくいかなかったら？

成年後見制度について 聞きたいときは？

〒491-0858

一宮市栄３丁目１番２号

　　尾張一宮駅前ビル４階

　　ＴＥＬ：0586-85-8828

　　受付時間9:00～16:30

一宮市成年後見支援センター

　　成年後見支援制度について 

　　わからないことや、聞きたいことは

　〇家庭裁判所

　〇障害者相談支援センター〇相談支援専門員

　〇地域包括支援センター　〇ケアマネージャー

　〇市役所　福祉総合相談室、高年福祉課

　〇一宮市成年後見支援センター

　　　　　　（一宮市社会福祉協議会内）

　　　　

　　　　　　に　おたずねください

お休みの日

土曜日、日曜日、祝日

年末年始

成年後見人などは、あなたの気持ちをしっかり聞いて

あなたのことを 一番に考えてお手伝いをしてくれます。

でも、不安や 困ったことがあったら、がまんしないで 

下にかいてある専門の窓口に 相談しましょう。

成年後見制度は 途中でやめられる？

成年後見制度を利用すると 途中でやめることはできません。

途中でやめると、あなたがしたい生活を守ってくれる人が 

いなくなってしまうからです。

ただし、お医者さんの診断書をもとにして

 家庭裁判所が 障害や症状の回復を 認めた場合、

 やめられることもあります。
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